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令和５年度 第５回大和町地区小学校再編協議会 議事録 

 

令和５年１０月１２日（木）に大和生涯学習センター大研修室において、第５回大和町

地区小学校再編協議会を開催しました。出席者及び会議の経過並びに結果は次のとおりで

す。 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

   令和５年１０月１２日（木） 

      開会 午後７時００分 

閉会 午後８時３０分 

 

 

２ 事務局等の出席者 

   教育部長                 武田 真治 

首席指導官                野中 裕二 

学校教育課長               古賀 洋 

学校教育課長補佐             荒巻 良二 

学校教育課長補佐兼施設係長         山田 智大 

学校教育課学校再編推進室長        藤吉 康裕 

学校教育課学校再編推進室学校再編推進係長 江崎 佑美 

   学校教育課学校再編推進室学校再編推進係員 中川 啓輔 

学校教育課学校再編推進室学校再編推進係員 金子 徳寿 

子育て支援課長              小池 由希 

子育て支援課子育て支援係員        萩元 孝満 

 

 

３ 出席委員 

   全４８名中４４名（欠席４名） 

 

 

４ 傍聴者 

２名 

 

５ 議事の大要 

室長 

 

 

定刻になりましたので、ただいまより「第５回大和町地区小学校再編協議会」を始

めます。はじめに、学童保育所の報告のため、本日出席しております子育て支援課の

職員の紹介を行います。 
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室長 

 

 

 

 

会長 

 

室長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

総務部会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

《職員紹介》 

会議は事前に配布しております次第に沿って進めてまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

「次第２ 会長あいさつ」に進みます。中村会長よりごあいさつをお願いします。 

 

《挨拶》 

 

ありがとうございました。 

それでは、これより「議事」に移りたいと思います。 

協議会設置要綱第７条の規定により、会長が議長を務めることになっておりますの

で、ここで進行を交代いたします。中村会長、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、早速ですが、「次第３ 議事」を進めさせていただきます。スムーズに

進みますようご協力をお願いします。 

「議事第１号 報告 部会報告について」、各部会の会議について部会長および事

務局から報告をお願いします。 

まず総務部会から報告をお願いいたします。 

 

【総務部会報告】開催日時・場所・出席者・協議検討事項 

（１）校章の作成方法について 

（２）校歌の作成方法について 

（３）次回開催日程について 

 

【事務局報告】 協議・検討経過及び結果 

（１）校章の作成方法について（詳細は議事第２号） 

・校章デザインの公募を実施する。 

・期間は令和６年１月１７日（水）～２月２１日（水） 

・市内外問わず、どなたでも何点でも応募できるものとする。 

（２）校歌の作成方法について（詳細は議事第３号） 

・作詞、作曲はどちらも専門家に依頼する。 

・作詞家は市に縁のある方を選出予定。作曲家は事務局に一任する。 

・作詞の参考にするため、歌詞フレーズの公募を実施する。 

（３）次回の総務部会は、11月９日（木）（奇数月第 2木曜日に開催）。 

 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等がございましたら、挙手

の上、指名された後に発言をお願いします。 

なお、今後すべての場合において、発言する際は、校区とお名前を述べてから発言
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会長 

 

委員 

 

会長 

 

施設通学部会

長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

ＰＴＡ部会長 

 

 

 

をお願いします。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、次に施設通学部会から報告をお願いします。 

 

【施設通学部会報告】開催日時・場所・出席者・協議検討事項 

（１）バス乗車に関するアンケートについて 

（２）バス乗車の安全対策について 

（３）中島小改修教室視察について 

（４）次回開催日程について 

 

【事務局報告】協議・検討経過及び結果 

（１）バス乗車に関するアンケートについて（詳細は議事第４号） 

・スクールバスの対象範囲等を協議するにあたってアンケートを実施する。 

・期間は、令和５年１０月５日（木）～２７日（金）必着 

・対象者は、大和町地区小学校１～４年生（中島校区を除く） 

・１人の児童につき回答は１枚 

（２）バス乗車の安全対策について 

・今後検討する安全対策について 

①バスの安全運行、②停留所の安全確保、③関係機関と連携した安全運行の体

制整備について協議していく 

（３）中島小改修教室視察について 

・中島小改修教室視察報告書 

（４）次回の施設通学部会は、11月 16日（木）（奇数月第 3木曜日に開催）。 

 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等がございましたら、挙手

の上発言をお願いします。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、次にＰＴＡ部会から報告をお願いします。 

 

【ＰＴＡ部会報告】開催日時・場所・出席者・協議検討事項 

（１）新小学校の学童保育所について 

（２）制服の選定について 

（３）ＰＴＡの統合に関する基本的事項について 
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ＰＴＡ部会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援課 

 

会長 

 

 

委員Ａ 

 

 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

（４）次回開催日程について 

 

【事務局報告】 協議・検討経過及び結果 

（１）新小学校の学童保育所について 

・子育て支援課より新学童保育所開設地の検討結果について報告。 

・統合時の入所見込児童数は 150名、必要クラス数は 5クラスと想定。待機 

児童がでにくい施設規模や交通の利便性等を考慮し、六合小学校を開設候 

補地とする。 

（２）制服の選定について（詳細は議事第５号） 

・各校ＰＴＡ役員等による投票の対象となる制服を３点に決定。 

・投票は１０月２７日（金）～２９日（日）の期間、大和生涯学習センター 

第２研修室にて実施予定。 

（３）ＰＴＡの統合に関する基本的事項について（詳細は議事第６号） 

・ＰＴＡ統合に関する今後の基本的な取扱いについて協議した。統合後の組織 

については現大和中学校ＰＴＡを参考にする予定。 

（４）次回の PTA部会は、11月 22日（水）（奇数月第 4木曜日は祝日のため前日

に開催）。 

 

【子育て支援課報告】 学童保育の方針について報告 

 

ありがとうございます。ただいまの説明についてご質問等がございましたら、挙手

の上発言をお願いします。 

 

中島小から六合小までの移動はどういう手段をとるのか。また有明校区から六合校

区は遠い。他の小学校、例えば大和小では開設できないのか。 

 

移動手段はスクールバス等にて一緒に移動させる手段をとりたいと思っている。バ

スは下校時にも使うので、そこの兼ね合いについては今後検討が必要である。 

また、大和小では開設できないのかというご質問だが、大和小に限らず、他の小学

校では開設できないわけではない。六合小は１階に使用可能な教室が多く、２階に上

がる必要が無いため事故等のリスクを避けられること、また交通アクセスが良く、送

迎しやすいこと、交通渋滞を引き起こす可能性が低いことを高く評価した。 

 

他にございませんか。 

ないようですので、「議事第１号 報告 部会報告について」を終わります。 

ここで子育て支援課は退室いたします。 

続きまして、「議事第２号 協議 校章の作成方法について」、事務局より説明を
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会長 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

お願いします。 

 

校章の作成方法についてご説明します。資料１をご覧下さい。 

【説明】 

説明は以上です。 

 

ただいまの説明について、ご意見・ご質問等がありましたら、挙手の上発言をお願

いします。何かございませんか。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、採決を行います。「議事第２号 協議 校章の作成方法につい

て」、賛成される方は挙手をお願いします。 

 

《挙手》 

 

賛成多数と認めます。「議事第２号 協議 校章の作成方法について」は承認され

ました。 

次の議事に入ります。「議事第３号 協議 校歌の作成方法について」、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

校歌の作成方法についてご説明します。資料２をご覧下さい。 

【説明】 

説明は以上です。 

 

ただいまの説明について、何かご意見や質問等がありましたら、挙手の上発言をお

願いします。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、採決を行います。「議事第３号 協議 校歌の作成方法につい

て」、賛成される方は挙手をお願いします。 

 

《挙手》 

 

賛成多数と認めます。「議事第３号 協議 校歌の作成方法について」は承認され

ました。 
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会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員Ｂ 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

委員Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

次の議事に入ります。「議事第４号 報告 スクールバスに関するアンケートにつ

いて」、事務局より説明をお願いします。 

 

スクールバスに関するアンケートについてご説明します。資料３をご覧下さい。 

アンケートの内容については前回協議会にて部会に一任いただき、次のとおり決定

いたしました。 

【説明】 

説明は以上です。 

 

ただいまの説明について、何かご質問等がありましたら、挙手の上発言をお願いし

ます。 

 

停留所は現在の各学校とされているが、豊原も同様か。今後新たに学校用地として

使う予定かと思うが、それは一旦考えないということか。 

 

注意事項にもある通り、前提は今後協議等で変更になる可能性もある。今回のアン

ケートはこのような前提のもと回答をいただきたいと考えている。 

 

他にございませんか。 

 

今回は以前よりも保護者の気持ちに寄り添ったアンケートになっており、嬉しく思

う。ただ、保護者の理想は時刻表〈Ｃ〉の上で上ヶ地の子もバスに乗れるようにする

ことだと思う。 

他校区のことはわからないが、有明校区に限って言えば、バスが２便来るなら

27×2=54 で全員乗れる。希望制にして全員乗れるような、誰も取りこぼさないよう

な乗車基準を検討していただきたい。空席があるにも関わらず乗れない子が居るとい

うのは税金の無駄である。参考に現時点での事務局の意見を伺いたい。 

 

今回のご意見については受け止めさせていただく。また現在実施しているアンケー

トでも様々な意見をいただくと思う。それらを参考に、可能な限り保護者のニーズを

満たすような乗車基準について施設通学部会で検討していきたい。 

 

他にございませんか。ないようですので、次の議事に入ります。「議事第５号 協

議 制服の選定方法について」、事務局より説明をお願いします。 

 

制服の選定方法についてご説明します。資料４をご覧下さい。 

【説明】 
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事務局 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

委員Ｃ 

 

事務局 

 

 

 

 

委員Ｃ 

 

 

 

 

会長 

説明は以上です。 

 

ただいまの説明について、何かご意見や質問等がありましたら、挙手の上発言をお

願いします。 

 

《意見なし》 

 

ないようですので、採決を行います。「議事第５号 協議 制服の選定方法につい

て」、賛成される方は挙手をお願いします。 

 

《挙手》 

 

賛成多数と認めます。「議事第５号 協議 制服の選定方法について」は承認され

ました。 

次の議事に入ります。「議事第６号 協議 ＰＴＡの統合に関する基本的事項につ

いて」、事務局より説明をお願いします。 

 

ＰＴＡの統合に関する基本的事項についてご説明します。資料５をご覧下さい。 

【説明】 

説明は以上です。 

 

ただいまの説明について、何かご意見や質問等がありましたら、挙手の上発言をお

願いします。 

 

残余金について「処分する」とあるが、どういうことか。 

 

令和７年３月３１日時点で、予算の残りがある場合、各ＰＴＡで使い方を考えてい

ただきたいということである。各ＰＴＡの成り立ちによっては、地域の皆さまに還元

する形をとるＰＴＡや、ＰＴＡ単独での予算であるためそのまま新ＰＴＡに引き継ぐ

ＰＴＡなど様々あると思う。それらについては基本的に各々処分する必要がある。 

 

意味は理解した。ただ有明校区に関しては保護者、教職員、また区長をはじめとし

た非就学家庭の皆様から大事なお金をお預かりしている。どうしても「処分する」と

いう書き方がひっかかる。「用途は一任する」など他の書き方があると思う。様々な

考え方があると思うので、一意見として述べさせていただきたい。 

 

財産の取り扱いについて、参考までに備考で「処分」とはこういう考え方であると
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会長 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

室長 

説明したものなので、ご意見については事務局でまた考えていただけると思う。 

他にございませんか。 

ないようですので、採決を行います。「議事第６号 協議 ＰＴＡの統合に関する

基本的事項について」、賛成される方は挙手をお願いします。 

 

《挙手》 

 

賛成多数と認めます。「議事第６号 協議 ＰＴＡの統合に関する基本的事項につ

いて」は承認されました。 

以上で本日予定されておりました議事については審議を終了いたします。最後に

「その他」で委員の皆さま、事務局から何かありますか。 

 

豊原校区からの依頼により週末開催のイベントのチラシを入口に置いている。ご興

味のある方はお持ち帰りください。 

 

他に何かございませんか。 

それでは、ないようですので、以上で「次第３ 議事」を終了します。 

続きまして、「次第４ 次回開催日程について」、事務局より提案をお願いします。 

 

【説明】（偶数月 第２木曜日） 

 

ただいまの提案について、ご質問意見等がございましたら、挙手の上発言をお願い

します。何かございませんか。 

 

《意見なし》 

 

ありがとうございました。次回の日程は、令和５年１２月１４日（木）といたしま

す。それでは、事務局にお返しします。 

 

以上で、本日の全ての日程は終了いたしましたので、これをもちまして第５回「大

和町地区小学校再編協議会」を閉会します。長時間にわたりお疲れ様でした。 

 

 


